
 

 

       地区 伝統文化いけばな親子教室規約 
 

 

 

第１条 【 総 則 】 

         地区 伝統文化いけばな親子教室(以下本教室という)は、次の 

とおり規約を定める。 

 

 

第２条 【 目 的 】 

次世代を担う子どもを対象に、いけばなを通じて伝統文化を体験・習得させる事業 

を実施することにより、わが国の貴重な財産である伝統文化を将来にわたって確実 

に継承・発展させ、子供たちが親とともに歴史や伝統文化に対し関心・理解を深め 

豊かな人間性を涵養することを目的とする。 

 

 

 

第３条 【 設置基準 】 

或る地域において、対象学齢（小１～中３）の子どもが原則として 10 名以上参加

し、設定期間内に目的を達成することが見込める場合、当該の市区町村教育委員会

に規定の様式にて届け出をし、本教室を設置することができる。 

 

 

第４条 【 名 称 】 

教室の名称は、「          地区 伝統文化いけばな親子教室 」と称する。 

 

 

第５条 【 役 員 】 

本教室には、次の役員を置く。 

代表者   1 名 

会 計   1 名 

監 事   1 名  

債務責任者 1  名 

 

 

第６条 【 事務所 】 

本教室は、事務所を原則として代表者宅に置く。 

 

 

第７条 【 会計年度 】 

本教室の会計年度は、毎年 4月 1日より 3月 31日までとする。 

 

 

第８条 【 会計処理 】 

会計は、監督省庁の指示による方法で処理を行う。 

 

 

附 則  本規約は、     年   月   日 より制定施行する。 


